
議案第３３号資料  街づくり計画部建築指導課  

 

１ 事 業 名 

所沢市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正 

 

２ 事業の概要 

フラワーヒル地区地区計画の都市計画の決定に伴い、本条例の対象地区

として新たにフラワーヒル地区を追加するため、所要の改正を行うもので

ある。 

 

３ 他自治体の類似する政策等 

他の自治体においても、統合型の地区計画条例に地区を追加する際は

同様の条例改正を行っている。 

 

４ 市民参加の実施の有無とその内容 

なし 

 

５ 関係法令、基本計画との整合性 

建築基準法、都市計画法 

 

６ 事業費及びその財源等 

なし  

 

７ その他 

  添付資料 

・新旧対照表 

・所沢市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を

改正する条例の制定に係る概要資料 

- 85 -



新 旧 
 

議案第３３号 所沢市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 

 

別表第１（第３条、第７条、第９条、第１０条、第１２条関係） 別表第１（第３条、第７条、第９条、第１０条、第１２条関係） 

名称 区域 名称 区域 

略 略 

 

６ 

椿峰地区地区整備計

画区域 

都市計画法第２０条第１項の規定によ

り告示された椿峰地区地区計画の区域

のうち、地区整備計画が定められた区

域 

 

６ 

椿峰地区地区整備計

画区域 

都市計画法第２０条第１項の規定によ

り告示された椿峰地区地区計画の区域

のうち、地区整備計画が定められた区

域 

    

７ 

フラワーヒル地区地

区整備計画区域 

都市計画法第２０条第１項の規定によ

り告示されたフラワーヒル地区地区計

画の区域のうち、地区整備計画が定め

られた区域 

     

別表第２（第４条―第１１条関係） 別表第２（第４条―第１１条関係） 

１・２ 略 １・２ 略 

３ 所沢松が丘地区地区整備計画区域 ３ 所沢松が丘地区地区整備計画区域 

項目 基準 

略  

壁面の

位置の

制限 

一般住宅

地区 

１メートル（建築物の外壁又はこれに代わる

柱の面と敷地境界線との距離とする。）。た

だし、次の各号のいずれかに該当する場合

は、この限りでない。 

⑴ 略 

⑵ 物置で軒の高さが２．３メートル以下で、

かつ、床面積の合計が５平方メートル以内

のもの 

⑶ 略 

林間住宅 １．５メートル（建築物の外壁又はこれに代 

項目 基準 

略  

壁面の

位置の

制限 

一般住宅

地区 

１メートル（建築物の外壁又はこれに代わる

柱の面から敷地境界線までの距離とす

る。）。ただし、次の各号のいずれかに該当

する場合は、この限りでない。 

⑴ 略 

⑵ 物置で軒の高さが２．３メートル以下で、

かつ、床面積の合計が５平方メートル以下

のもの 

⑶ 略 

林間住宅 １．５メートル（建築物の外壁又はこれに代 
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 地区 わる柱の面と敷地境界線との距離とする。）。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合

は、この限りでない。 

⑴ 略 

⑵ 物置で軒の高さが２．３メートル以下で、

かつ、床面積の合計が５平方メートル以内

のもの 

⑶ 略 

略 

備考 略 
 

 地区 わる柱の面から敷地境界線までの距離とす

る。）。ただし、次の各号のいずれかに該当す

る場合は、この限りでない。 

⑴ 略 

⑵ 物置で軒の高さが２．３メートル以下で、

かつ、床面積の合計が５平方メートル以下

のもの 

⑶ 略 

略 

備考 略 
 

４ 略  ４ 略 

５ 三ケ島工業団地周辺地区地区整備計画区域 ５ 三ケ島工業団地周辺地区地区整備計画区域 

項目 基準 

略 

壁面の

位置の

制限 

Ａ地区 １．０メートル又は５．０メートル（建築物

の外壁又はこれに代わる柱の面と敷地境界線

等との距離は、計画図に表示する壁面の位置

の制限のとおりとする。）。ただし、次の各

号のいずれかに該当する場合は、この限りで

ない。 

⑴～⑷ 略 

Ｂ地区 ２．０メートル、５．０メートル、１５．０

メートル又は２５．０メートル（建築物の外

壁又はこれに代わる柱の面と敷地境界線等と

の距離は、計画図に表示する壁面の位置の制

限のとおりとする。）。ただし、次の各号の

いずれかに該当する場合は、この限りでな

い。 

⑴～⑷ 略 

 Ｃ地区 １．０メートル（建築物の外壁又はこれに代

わる柱の面と敷地境界線等との距離は、計画

図に表示する壁面の位置の制限のとおりとす

る。）。ただし、次の各号のいずれかに該当

 

 

 

項目 基準 

略 

壁面の

位置の

制限 

Ａ地区 １．０メートル又は５．０メートル（建築物

の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界

線等との距離は、計画図に表示する壁面の位

置の制限のとおりとする。）。ただし、次の

各号のいずれかに該当する場合は、この限り

でない。 

⑴～⑷ 略 

Ｂ地区 ２．０メートル、５．０メートル、１５．０

メートル又は２５．０メートル（建築物の外

壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線等

との距離は、計画図に表示する壁面の位置の

制限のとおりとする。）。ただし、次の各号

のいずれかに該当する場合は、この限りでな

い。 

⑴～⑷ 略 

 Ｃ地区 １．０メートル（建築物の外壁又はこれに代

わる柱の面から敷地境界線等との距離は、計

画図に表示する壁面の位置の制限のとおりと

する。）。ただし、次の各号のいずれかに該
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する場合は、この限りでない。 

⑴・⑵ 略 

略 

備考 略 
 

当する場合は、この限りでない。 

⑴・⑵ 略 

略 

  備考 略 

６ 椿峰地区地区整備計画区域 ６ 椿峰地区地区整備計画区域 

項目 基準 

略  

壁面の

位置の

制限 

Ａ地区 次の各号に掲げる敷地境界線等の区分に応じ

当該各号に定める数値（建築物の外壁又はこ

れに代わる柱の面と当該敷地境界線等との距

離とする。） 

⑴～⑶ 略 

Ｂ地区 次の各号に掲げる敷地境界線等の区分に応じ

当該各号に定める数値（建築物の外壁又はこ

れに代わる柱の面と当該敷地境界線等との距

離とする。） 

⑴ 隣地境界線 １．０メートル。ただし、

次のいずれかに該当する場合は、この限り

でない。 

ア～ウ 略 

⑵ 道路境界線 ２．０メートル（建築物の

最高高さが１０メートル以下のものにあっ

ては、１．２メートル）。ただし、次のい

ずれかに該当する場合は、この限りでな

い。 

ア～ウ 略 

  ⑶ 略 

備考 略 
 

項目 基準 

略  

壁面の

位置の

制限 

Ａ地区 次の各号に掲げる敷地境界線等の区分に応じ

当該各号に定める数値（建築物の外壁又はこ

れに代わる柱の面と当該敷地境界線等までの

距離とする。） 

⑴～⑶ 略 

Ｂ地区 次の各号に掲げる敷地境界線等の区分に応じ

当該各号に定める数値（建築物の外壁又はこ

れに代わる柱の面と当該敷地境界線等までの

距離とする。） 

⑴ 隣地境界線 １．０メートル。ただし、

次の各号のいずれかに該当する場合は、こ

の限りでない。 

ア～ウ 略 

⑵ 道路境界線 ２．０メートル（建築物の

最高高さが１０メートル以下のものにあっ

ては、１．２メートル）。ただし、次の各

号のいずれかに該当する場合は、この限り

でない。 

ア～ウ 略 

  ⑶ 略 

備考 略 
 

７ フラワーヒル地区地区整備計画区域  

  項目 基準   

 建築物

の用途

の制限 

次に掲げる用途に供する建築物以外の建築物 

⑴ 一戸建ての住宅 

⑵ 長屋（住戸の数が２以下のものに限る。） 

  

   

   

-
 
8
8
 
-



  ⑶ 住宅で次に掲げる用途を兼ねるもののうち、延べ

面積の２分の１以上を居住の用に供し、かつ、次に

掲げるこれらの用途に供する部分の床面積の合計が

５０平方メートル以内のもの 

ア 事務所 

 イ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類

する施設 

⑷ 診療所 

⑸ 公益上必要な建築物で次に掲げるもの 

ア 郵便局（延べ面積が５００平方メートル以内の

もの） 

イ 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築

物（延べ面積が６００平方メートル以内のもの） 

ウ 公園内の公衆便所又は休憩所 

エ 路線バスの停留所の上家 

オ 公衆電話所 

カ ガス事業法第２条第１３項に規定するガス工作

物（同条第２項に規定するガス小売事業の用に供

するものを除く。）の設置に係る建築物 

⑹ 当該地区整備計画区域内に居住する者の利用に供

する建築物で次に掲げるもの 

ア 集会所 

イ 防災備蓄倉庫その他これに類するもの 

⑺ 一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する建築物

で次に掲げるもの 

ア 当該事業の事業者の利用に供する休憩所 

イ 駐輪場（路線バスを利用する者の利用に供する

駐輪場に限る。） 

⑻ 前各号の建築物に附属するもので第一種低層住居

専用地域内に建築することができるもの 

  

   

 建築物

の容積

率の最 

１０分の１０   
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 高限度    

 建築物

の建蔽

率の最

高限度 

１０分の５（法第５３条第３項第２号の基準に該当す

る建築物にあっては、１０分の６）。ただし、第７条

第２項若しくは第４項又はこの表の建築物の敷地面積

の最低限度の項各号の規定により建築物の敷地面積の

最低限度の適用を受けない建築物については、この限

りでない。 

  

   

   

   

   

   

 建築物

の敷地

面積の

最低限

度 

１５０平方メートル。ただし、次の各号のいずれかに

該当する場合は、この限りでない。 

⑴ 第７条第４項の規定により同条第１項の規定の適

用を受けない土地に当該土地に隣接する土地の全部

又は一部を加えて、その全部を一の敷地として使用

するもの（当該敷地の面積が１５０平方メートル未

満の場合に限る。） 

⑵ 次に掲げる公益上必要な建築物の敷地として使用

するもの 

 ア 郵便局 

イ 公園内の公衆便所又は休憩所 

ウ 路線バスの停留所の上家 

エ 公衆電話所 

オ ガス事業法第２条第１３項に規定するガス工作

物（同条第２項に規定するガス小売事業の用に供

するものを除く。）の設置に係る建築物 

⑶  当該地区整備計画区域内に居住する者の利用に供

する防災備蓄倉庫その他これに類する建築物の敷地

として使用するもの 

⑷ 一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する建築物

の敷地として使用するもので次に掲げるもの 

ア 当該事業の事業者の利用に供する休憩所 

イ 駐輪場（路線バスを利用する者の利用に供する

駐輪場に限る。） 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 壁面の

位置の 

次の各号に掲げる隣地境界線等の区分に応じ当該各号

に定める数値（建築物の外壁又はこれに代わる柱の面 
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 制限 と当該隣地境界線等との距離とする。） 

⑴ 隣地境界線 １．０メートル。ただし、次のいず

れかに該当する場合は、この限りでない。 

ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計

が３．０メートル以下のもの 

イ 物置で軒の高さが２．３メートル以下で、か

つ、床面積の合計が５平方メートル以内のもの 

ウ 外壁を有しない車庫（駐輪場を含む。以下この

表において同じ。）で床面積の合計が３０平方メー

トル以内のもの 

エ 路線バスの停留所の上家並びに一般乗合旅客自

動車運送事業の事業者の利用に供する休憩所及び

駐輪場（路線バスを利用する者の利用に供する駐

輪場に限る。） 

オ 第７条第２項若しくは第４項又はこの表の建築

物の敷地面積の最低限度の項各号の規定により建

築物の敷地面積の最低限度の適用を受けない建築

物 

⑵ 道路境界線 ０．６メートル。ただし、次のいず

れかに該当する場合は、この限りでない。 

ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計

が３．０メートル以下のもの 

イ 物置で軒の高さが２．３メートル以下で、か

つ、床面積の合計が５平方メートル以内のもの 

ウ 外壁を有しない車庫で床面積の合計が３０平方

メートル以内のもの 

エ 路線バスの停留所の上家並びに一般乗合旅客自

動車運送事業の事業者の利用に供する休憩所及び

駐輪場（路線バスを利用する者の利用に供する駐

輪場に限る。） 

オ 計画図に表示する壁面の位置の制限（適用除外

範囲）の道路に面する部分 

  

 建築物 地盤面から１０メートル（建築物の各部分の高さは、   
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 の高さ

の最高

限度 

当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界

線までの真北方向の水平距離に１．２５を乗じて得た

ものに５メートルを加えたもの）かつ、軒の高さ７

メートル。ただし、建築物の各部分の高さの算定にお

いては、法第５６条第７項第３号の規定は適用しな

い。 

  

 備考 

１ この表において「計画図」とは、フラワーヒル地区計画

図（地区整備計画図）をいう。 

２ この表において「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と

接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接す

る位置の高低差が３メートルを超える場合においては、そ

の高低差３メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面

をいう。 
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所沢市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例 

の一部を改正する条例の制定に係る概要資料 

 

■ 現在、対象地区が６地区の地区計画条例にフラワーヒル地区を追加します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 地区計画条例の改正箇所概要 

【別表１】：条例適用区域を規定 

   

 1 北野第二つばき苑地区地区整備計画区域 

 2 西武秋津団地地区地区整備計画区域 

 3 所沢松が丘地区地区整備計画区域 

 4 東所沢ところざわサクラタウン周辺地区地区整備計画区域 

 5 三ケ島工業団地周辺地区地区整備計画区域 

 6 椿峰地区地区整備計画区域 

 7 フラワーヒル地区地区整備計画区域 
 

【別表２】：条例適用区域ごとに建築制限の基準を規定 
 

１ 北野第二つばき苑地区地区整備計画区域 

 建築物の用途の制限 

 建築物の敷地面積の最低限度 

２ 西武秋津団地地区地区整備計画区域 

 建築物の用途の制限 

 （ほか２項目） 

３ 所沢松が丘地区地区整備計画区域 

 建築物の用途の制限 

 （ほか５項目） 

４ 東所沢ところざわサクラタウン周辺地区地区整備計画区域 

 建築物の用途の制限 

 （ほか２項目） 

５ 三ケ島工業団地周辺地区地区整備計画区域 

 建築物の用途の制限 

 （ほか３項目） 

６ 椿峰地区地区整備計画区域 

 建築物の建蔽率の最高限度 

 （ほか２項目） 

   ７ フラワーヒル地区地区整備計画区域 

 建築物の用途の制限 

 建築物の容積率の最高限度 

 建築物の建蔽率の最高限度 

 建築物の敷地面積の最低限度 

 壁面の位置の制限 

 建築物の高さの最高限度 
 

1 北野第二つばき苑地区 

2 西武秋津団地地区 

3 所沢松が丘地区 

5 三ケ島工業団地周辺地区 

6 椿峰地区 

所沢市地区計画区域内におけ
る建築物の制限に関する条例 4 東所沢ところざわサクラタウン周辺地区 

条例の対象となる区域を定める。 

区域ごとに建築物に 
関する制限を定める。 

  対象地区 

追加します 

追加します 

追加します 7 フラワーヒル地区 

※地区計画で定めた建築制限と同じ
内容を規定します。 
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